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（別紙１－１）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

定期巡回・随時対応サービスに関する
状況

サービス提供責任者体制の減算 １　なし　２　あり

特定事業所加算

共生型サービスの提供
（居宅介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（重度訪問介護事業所）

１　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

介護職員処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 １　なし　２　あり

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算

社会参加支援加算

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算　Ⅳ

１　なし　２　あり

１　定期巡回の指定を受けていない
２　定期巡回の指定を受けている
３　定期巡回の整備計画がある

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ⅳ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　なし　２　あり

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

１　なし　３　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　なし　２　あり

割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

11

訪問リハビリテーション

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応サービス連携

１　身体介護
２　生活援助
３　通院等乗降介助

訪問介護

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス）

12

14

１　なし　２　あり

13 訪問看護

訪問入浴介護

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

１　なし　２イ及びロの場合　３　ハの場合

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

 1－1

1



（別紙１－１）

事 業 所 番 号

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス）

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

１　なし　２　あり

生活相談員配置等加算 １　なし　２　あり

入浴介助体制 １　なし　２　あり

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練体制Ⅰ

個別機能訓練体制Ⅱ

ADL維持等加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

ADL維持等加算 １　なし　２　あり

認知症加算

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

31

通所介護

４　通常規模型事業所
６　大規模型事業所（Ⅰ）
７　大規模型事業所（Ⅱ）

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

居宅療養管理指導

15

（削（削除）

 1－2

2



（別紙１－１）

事 業 所 番 号

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス）

職員の欠員による減算の状況

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 １　なし　２　あり

入浴介助体制 １　なし　２　あり

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

中重度者ケア体制加算

社会参加支援加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

福祉用具貸与17

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ⅳ

１　なし　２　あり

通所リハビリテーション

４　通常規模の事業所(病院・診療所)
７　通常規模の事業所(介護老人保健施設)
A　通常規模の事業所（介護医療院）
５　大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所)
８　大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設)
B　大規模の事業所（Ⅰ）（介護医療院）
６　大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)
９　大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)
C　大規模の事業所（Ⅱ）（介護医療院）

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

16
（削（削除）

（削

（削 （削（削（削 （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（削（削

 1－3
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（別紙１－１）

事 業 所 番 号

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス）

施設等の区分 人員配置区分そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

定期巡回・随時対応サービスに関する
状況

サービス提供責任者体制の減算 １　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（居宅介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（重度訪問介護事業所）

１　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 １　なし　２　あり

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算

社会参加支援加算

１　定期巡回の指定を受けていない
２　定期巡回の指定を受けている
３　定期巡回の整備計画がある

13

訪問介護

14 訪問リハビリテーション
１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

１　身体介護
２　生活援助
３　通院等乗降介助

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応サービス連携

11

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

１　なし　２　あり

提供サービス

訪問看護

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ⅳ

１　なし　２　あり

（削（削（削 （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（削 （削除）（削除）

（削 （削（削（削 （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（削（削

 1－4
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（別紙１－１）

事 業 所 番 号

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス）

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

１　なし　２　あり

生活相談員配置等加算 １　なし　２　あり

入浴介助体制 １　なし　２　あり

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練体制Ⅰ

個別機能訓練体制Ⅱ

ADL維持等加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

ADL維持等加算 １　なし　２　あり

認知症加算

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

15 通所介護
４　通常規模型事業所
６　大規模型事業所（Ⅰ）
７　大規模型事業所（Ⅱ）

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

（削（削除）

（削（削除）

 1－5

5



（別紙１－２）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

緊急時介護予防訪問看護加算

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

リハビリテーションマネジメント
加算

１　なし　２　あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

事業所評価加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

62 介護予防訪問入浴介護

１　なし　２　あり

１　なし　３　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　なし　２　あり

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

介護予防訪問看護63

64
介護予防訪問リハビリテー
ション

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

34 介護予防居宅療養管理指導

各サービス共通

１　なし　２　あり

１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

１　非該当　２　該当

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス・介護予防支援）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

（削（削（削除）（削除）

 2－1

6



（別紙１－２）

事 業 所 番 号

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス・介護予防支援）

職員の欠員による減算の状況

リハビリテーションマネジメント
加算

１　なし　２　あり

生活行為向上リハビリテーション
実施加算

１　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

運動器機能向上体制 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

選択的サービス複数実施加算

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

66
介護予防通所リハビリテー
ション

１　なし　２　あり

１　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

介護予防福祉用具貸与67

（削（削（削除）（削除）
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（別紙１－２）

事 業 所 番 号

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス・介護予防支援）

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

リハビリテーションマネジメント加算１　なし　２　あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

事業所評価加算 １　なし　２　あり

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

63 介護予防訪問看護

提供サービス

64
介護予防訪問リハビリテー
ション

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

（削（削（削 （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（削 （削除）（削除）

（削（削除）
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（別紙１－３）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

総合マネジメント体制強化加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

24時間通報対応加算 １　対応不可　２　対応可

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

１　一体型

２　連携型

１　Ⅰ型
２　Ⅱ型

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

71 夜間対応型訪問介護

１　なし　２　あり

１　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　５　加算Ⅱイ　３　加算Ⅱロ

 3－1
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職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

１　なし　２　あり

生活相談員配置等加算 １　なし　２　あり

入浴介助体制 １　なし　２　あり

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制Ⅰ

個別機能訓練体制Ⅱ １　なし　２　あり

ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

ＡＤＬ維持等加算 １　なし　２　あり

認知症加算

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

個別送迎体制強化加算

入浴介助体制強化加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助体制 １　なし　２　あり

生活機能向上連携加算 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　単独型
２　併設型
３　共用型

72 認知症対応型通所介護

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　

78 地域密着型通所介護
１　地域密着型通所介護事業所
２　療養通所介護事業所

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

（削（削除）
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職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

看護職員配置加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算　Ⅲ

看取り連携体制加算 １　なし　２　あり　(※看護職員配置加算Ⅰを算定している場合に限る)

訪問体制強化加算 １　なし　２　あり

総合マネジメント体制強化加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

夜間支援体制加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

利用者の入院期間中の体制 １　対応不可　２　対応可

看取り介護加算 １　なし　２　あり　(医療連携体制加算を算定している場合に限る)

医療連携体制 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算　Ⅲ

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者

夜間支援体制加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

医療連携体制 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算　Ⅲ

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

32 認知症対応型共同生活介護
１　Ⅰ型
２　Ⅱ型

１　なし　２　あり

小規模多機能型居宅介護
１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算１ロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ68
小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）

１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

73

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

38

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

１　Ⅰ型
２　Ⅱ型

１　なし　２　あり

 3－3
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職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

入居継続支援加算 １　なし　２　あり

生活機能向上連携加算 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

若年性認知症入居者受入加算 １　なし　２　あり

看取り介護加算 １　なし　２　あり

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算１　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

夜間看護体制 １　対応不可　２　対応可

若年性認知症入居者受入加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員　４　介護支援専門員

ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

日常生活継続支援加算 １　なし　２　あり

看護体制加算Ⅰ １　なし　２　あり

看護体制加算Ⅱ １　なし　２　あり

夜勤職員配置加算 １　なし　２　加算Ⅰ・加算Ⅱ　３　加算Ⅲ・加算Ⅳ

介護ロボットの導入 １　なし　２　あり

準ユニットケア体制 １　対応不可　２　対応可

生活機能向上連携加算 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

若年性認知症入所者受入加算 １　なし　２　あり

常勤専従医師配置 １　なし　２　あり

精神科医師定期的療養指導 １　なし　２　あり

障害者生活支援体制 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

栄養マネジメント体制 １　なし　２　あり

療養食加算 １　なし　２　あり

配置医師緊急時対応加算 １　なし　２　あり

看取り介護体制 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

在宅・入所相互利用体制 １　対応不可　２　対応可

小規模拠点集合体制 １　なし　２　あり

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

褥瘡マネジメント加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　有料老人ホーム
２　軽費老人ホーム
３　養護老人ホーム
５　サテライト型有料老人ホーム
６　サテライト型軽費老人ホーム
７　サテライト型養護老人ホーム

36
地域密着型特定施設
入居者生活介護

28

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ　４　加算Ⅱ　５　加算Ⅲ

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ　４　加算Ⅱ　５　加算Ⅲ

地域密着型特定施設
入居者生活介護
(短期利用型）

54
地域密着型
介護老人福祉施設
入所者生活介護

１　有料老人ホーム
２　軽費老人ホーム
５　サテライト型有料老人ホーム
６　サテライト型軽費老人ホーム

１　地域密着型介護老人福祉施設
２　サテライト型地域密着型介護老人福祉施設
３　ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
４　サテライト型ユニット型地域密着型介護老
　　人福祉施設

１　経過的
　　施設以外
２　経過的
　　施設

 3－4

12



職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

訪問看護体制減算 １　なし　２　あり

サテライト体制 １　基準型　２　減算型

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

看護体制強化加算 １　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

訪問体制強化加算 １　なし　２　あり

総合マネジメント体制強化加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助体制 １　なし　２　あり

生活機能向上連携加算 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

総合マネジメント体制強化加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算１ロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　

介護予防認知症対応型
通所介護

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

74

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　なし　２　あり

複合型サービス
（看護小規模多機能型
居宅介護・短期利用型）

77
複合型サービス
（看護小規模多機能型
居宅介護）

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　単独型
２　併設型
３　共用型

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算１ロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

75
介護予防小規模多機能型
居宅介護

１　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型介護予防小規模多機能型
　　居宅介護事業所

79
１　看護小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型看護小規模多機能型
　　居宅介護事業所

69
介護予防小規模多機能型
居宅介護
（短期利用型）

１　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型介護予防小規模多機能型
　　居宅介護事業所

１　看護小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型看護小規模多機能型
　　居宅介護事業所

 3－5
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夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者

身体拘束廃止取組の有無 １　なし　２　あり

夜間支援体制加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

利用者の入院期間中の体制 １　対応不可　２　対応可

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

夜間勤務条件基準 １　基準型　６　減算型 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　介護従業者

夜間支援体制加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算 １　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

39
介護予防認知症対応型
共同生活介護（短期利用
型）

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　Ⅰ型
２　Ⅱ型

１　Ⅰ型
２　Ⅱ型

37
介護予防認知症対応型
共同生活介護

 3－6
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介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

総合マネジメント体制強化加算 １　なし　２　あり

１　Ⅰ型 24時間通報対応加算 １　対応不可　２　対応可

２　Ⅱ型

提供サービス

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

１　一体型

２　連携型

71 夜間対応型訪問介護

 3－7
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職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

生活相談員配置等加算

入浴介助体制 １　なし　２　あり

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練体制Ⅰ

個別機能訓練体制Ⅱ

ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無

ＡＤＬ維持等加算

認知症加算

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助体制 １　なし　２　あり

生活機能向上連携加算 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

看護職員配置加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

看取り連携体制加算 １　なし　２　あり

訪問体制強化加算 １　なし　２　あり

総合マネジメント体制強化加算 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

72

78 地域密着型通所介護 １　地域密着型通所介護事業所

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

認知症対応型通所介護

１　なし　２　あり

73 小規模多機能型居宅介護
１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

68
小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）

１　小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型小規模多機能型
　　居宅介護事業所

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　単独型
２　併設型
３　共用型

１　なし　２　あり

（削（削除）

 3－8
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職員の欠員による減算の状況

訪問看護体制減算

サテライト体制

若年性認知症利用者受入加算

緊急時訪問看護加算

特別管理体制

ターミナルケア体制

看護体制強化加算

訪問体制強化加算

総合マネジメント体制強化加算

職員の欠員による減算の状況

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

入浴介助体制 １　なし　２　あり

生活機能向上連携加算 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上体制 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

総合マネジメント体制強化加算 １　なし　２　あり

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

69
介護予防小規模多機能型
居宅介護
（短期利用型）

１　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型介護予防小規模多機能型
　　居宅介護事業所

75
介護予防小規模多機能型
居宅介護

１　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型介護予防小規模多機能型
　　居宅介護事業所

１　単独型
２　併設型
３　共用型

79
複合型サービス
（看護小規模多機能型
居宅介護・短期利用型）

１　看護小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型看護小規模多機能型
　　居宅介護事業所

74
介護予防認知症対応型
通所介護

77
複合型サービス
（看護小規模多機能型
居宅介護）

１　看護小規模多機能型居宅介護事業所
２　サテライト型看護小規模多機能型
　　居宅介護事業所

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　なし　２　あり

１　基準型　２　減算型

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

 3－9
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事 務 連 絡 

平成３０年３月１３日 

関係施設・事業所管理者 様 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

 

平成３０年度のサービス提供体制強化加算の算定について（通知） 

 

平成３０年度のサービス提供体制強化加算（以下「本加算」という。）の算定については、平成

２９年４月から３０年２月の１１ヶ月における常勤換算方法により算出した職員数の平均値を用

いることとなります。 

  つきましては、前年度（平成２９年４月から３０年２月まで。以下同じ。）の実績を確認し、同

実績が６月以上で、平成３０年度は本加算が算定できない場合又は区分が変更となる場合は、下記

の届出書を提出してください。（但し、引き続き本加算（区分の変更がない場合に限る。）を算定す

る場合は、届出書を提出する必要はありません。） 

 前年度の実績が６月に満たない事業所（新規及び再開を含む。）については、平成３０年度も引

き続き届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均値を用いることとし、

届出を行った月以降においても、直近３月間の職員割合について、毎月継続的に所定の割合を継続

する必要があります。 

記 

１．提出書類 

（１）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

（２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

（３）サービス提供体制強化加算に関する届出書(勤務形態一覧表等必要な添付書類を含む。) 

（４）サービス提供体制強化加算計算表 前年度の実績計算にあたっては、次の参考様式※を

かがわ介護保険情報ネットに掲載しますので、御利用ください。（※介護福祉士等の割合

は①及び④、勤務年数３年以上の職員の割合は②、常勤職員の割合は③） 

２．提出期限  平成３０年４月１３日（金） 

        ※ 平成３０年４月１日付で介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の

変更がある場合は、サービス提供体制強化加算の変更と合わせて１回で提出し

てください。 

３．提 出 先  ○所在地が高松市内にある施設・事業所 

  高松市 健康福祉局 長寿福祉部 介護保険課 相談指導係 

                        電話(087)839-2326 

        ○所在地が高松市以外にある施設・事業所 

     （訪問・通所）香川県 健康福祉部 長寿社会対策課 在宅ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 

                           電話(087)832-3269 

（施設・短期入所）同施設ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 

電話(087)832-3268 

４．そ の 他 

   地域密着型通所介護に係る指定等については、平成 28年 4月 1日から市町村に移行したため、変

更等がある場合には、各市町にも届け出る必要がありますので、詳細については事業所の所在する

市町へお問い合わせください。 
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（参考）サービス提供体制強化加算の人材要件

サービス 要　件 計算表

 ○　研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに

 　 該当すること

　Ⅰイ 介護福祉士が40％以上配置されていること

　　 又は、介護福祉士、実務者研修修了者及び

　　介護職員基礎研修課程修了者の合計が

　　 60％以上配置されていること

　Ⅰロ 介護福祉士が30％以上配置されていること

　　 又は、介護福祉士、実務者研修修了者及び

　　介護職員基礎研修課程修了者の合計が

　 　50％以上配置されていること

 ○　研修等を実施しており、かつ、3年以上の勤続

　  年数のあるものが30％以上配置されていること

 ○　３年以上の勤続年数のあるものが配置されて

　 いること

 ○　次のいずれかに該当すること

　Ⅰイ 介護福祉士が50％以上配置されていること 計算表④

　Ⅰロ 介護福祉士が40％以上配置されていること 計算表①

　Ⅱ 3年以上の勤続年数のあるものが30％以上

　　 配置されていること

介護老人福祉施設  ○　次のいずれかに該当すること

介護老人保健施設 　Ⅰイ 介護福祉士が60％以上配置されていること 計算表④

介護療養型医療施設 　Ⅰロ 介護福祉士が50％以上配置されていること 計算表①

短期入所生活介護 　Ⅱ 常勤職員が75％以上配置されていること 計算表③

短期入所療養介護 　Ⅲ 3年以上の勤続年数のあるものが30％以上 計算表②

特定施設入居者生活介護 　　 配置されていること

訪問看護

不　要

計算表②

　　　強化加算に関する届出書（様式35号～41号）及び計算書①～④を添付してください。

（注１）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出にあたっては、サービス提供体制

計算表④

通所介護
通所リハビリテーション

計算表②

訪問リハビリテーション

（注２）　「加算有り」から「加算無し」に変更する場合は、サービス提供体制強化加算に関する

　　　届出書（様式35号～41号）を除き添付書類は省略して差し支えありません。

計算表①

訪問入浴介護
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［参考］ 

 

（老企第３６号 平成１２年３月１日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の判定に伴う実施上の留意事項について 

 

○訪問入浴介護  

第２の３（７）サービス提供体制強化加算の取扱い  

①～③（-略-）  

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均

を用いることとする。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を

含む。)については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を

用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となるものであること。  

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、

各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。  

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の 5の届出を提出

しなければならない。  

⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては、本加

算の計算も一体的に行うこととする。 

  

○訪問看護  

第２の４（２４）  

① ３（７）①から⑥までを参照のこと。  

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

 

○訪問リハビリテーション 

第２の５（２４） 

① ４（２４）②及び③を参照のこと。 

② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能であること 
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○通所介護  

第２の７（１８）  

① ３（７）④から⑥まで並びに４（２４）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供する

職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す

ものとする。  

 

○通所リハビリテーション  

第２の８（２４） 

①３（７）④から⑥まで並びに４（２４）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、

１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含む

ものとする。  

 

 

（老企第４０号 平成１２年３月８日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入

居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の判

定に伴う実施上の留意事項について 

 

○短期入所生活介護  

第２の２（１７）  

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平

均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護

に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。  

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所

を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、

４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。  

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知

第１の５の届出を提出しなければならない。  

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職
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員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職

員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。  

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合において

は、本加算の計算も一体的に行うこととする。  

 

 

○短期入所療養介護  

第２の３（１３） 

①２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。  

② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護老人福祉施設  

第２の５（２９）  

①２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看

護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

 

○介護老人保健施設  

第２の６（３２） 

① ２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護療養型医療施設  

第２の７（２６） 

① ２の（１７）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学

療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を指すものとする。 

  

※ 介護予防サービスにおけるサービス提供体制強化加算については、「指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１８年

３月１７日老計発第 0317001 号・老振発第 0317001 号・老老発第 0317001 号）をご確認く

ださい。  
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変 更 届 出 書                
年  月  日   

   香川県知事 殿 
届出者 住 所                 

氏 名             ○印    

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

    

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので、介護保険法第75条第１項（介護保
険法第89条、介護保険法第99条第１項、介護保険法第113条第１項、介護保険法第115条
の５第１項、平成18年旧介護保険法第111条）の規定により届け出ます。 

 介護保険事業所番号           

指定内容を変更した事業所（施設） 
名 称 
所在地 

サ ー ビ ス の 種 類  
変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 
１ 事業所（施設）の名称 

（変更前） 
２ 事業所（施設）の所在地 
３ 主たる事務所の所在地  

４ 
代表者（開設者）の氏名、生年月日、住所及
び職名 

 

５ 定款・寄附行為等及びその登記事項証明書・
条例等（当該事業に関するものに限る。） 

 

６ 事業所（施設）の建物の構造、専用区画等  

７ 備品（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入
浴介護事業に限る。） 

 

８ 
事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日、
住所及び経歴（介護老人保健施設、介護医療
院を除く。） 

 

９ サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所
及び経歴 

 

10 運営規程  
11 協力医療機関又は協力歯科医療機関 

（変更後） 
12 事業所の種別 

13 提供する居宅療養管理指導及び介護予防居宅
療養管理指導の種類 

 

14 
事業実施形態（本体施設が特別養護老人ホーム
の場合の単独型・空床利用型・併設型の別） 

 

15 入院患者又は入所者の定員  

16 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護
医療院、病院等との連携・支援体制 

 

17 福祉用具の保管・消毒方法（委託している場
合にあっては、委託先の状況） 

 

18 併設施設の状況等  
19 役員の氏名、生年月日及び住所  
20 介護支援専門員の氏名及びその登録番号  

変 更 年 月 日 年  月  日 

 備考 １ 変更があった事項については、該当する番号を○で囲んでください。 
    ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 
    ３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。 

23



 

 

  変更内容 添付書類 

1 事業所（施設）の名称 運営規程 等 

2 事業所（施設）の所在地 

変更後の平面図、変更前の平面図、位置図、土地の公図、土地及び建

物の登記事項証明書、賃貸借契約書 等（写真が必要な場合もありま

す。） 

3 主たる事務所の所在地 
定款又は寄附行為（定款又は寄付行為の記載に変更がある場合）、登

記事項証明書 等（登記事項証明書は間に合わなければ後送可） 

4 
代表者（開設者）の氏名、生年月日、住所及

び職名 

定款又は寄附行為（定款又は寄付行為の記載に変更がある場合）、登

記事項証明書 等（登記事項証明書は間に合わなければ後送可） 

5 
定款・寄付行為等及びその登記事項証明書・

条例等（当該事業に関するものに限る。） 
変更に係る定款又は寄附行為、登記事項証明書 等 

6 事業所（施設）の建物の構造、専用区画等 変更後の平面図、変更前の平面図、構造図 等 

7 
備品（訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入

浴介護事業に限る。） 
事業所の設備等に関する項目一覧表 

8 
事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日、

住所及び経歴 

（管理者）経歴書、勤務形態一覧表、雇用関係書類（雇用契約書又は

辞令等）、誓約書、役員名簿（管理者の記載・印のみで良い） 

9 
サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所

及び経歴 

（サービス提供責任者）経歴書、勤務形態一覧表、雇用関係書類（雇

用契約書又は辞令等）、2級の人は 3年以上の実務証明書、介護給付

費請求書の写し（前 3月分） 

10 運営規程 

新しい運営規程全体 

古い運営規程（新旧対照表等により明確に変更点が記載されていれば

省略可） 

○居宅サービスの従業者の員数のみの変更については、変更届の提出

を省略できる場合があります。（詳細は、平成２７年３月２日付け２

６長寿第７３６１３号長寿社会対策課長通知をご覧ください。）なお、

変更届の添付書類は、雇用関係書類（雇用契約書又は辞令等）、資格

証、勤務形態一覧表です。 

11 協力医療機関又は協力歯科医療機関 協力医療機関等との協定書等の写し 

12 事業所の種別 種別を変更したことが確認できる書類 

変更届（第３号様式）添付書類一覧 
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＊下線は、県で様式があるもの 

＊波線は、写しの場合、原本証明が必要なもの 

 

13 
提供する居宅療養管理指導及び介護予防居

宅療養管理指導の種類 
種別を変更したことが確認できる書類 

14 
事業実施形態（本体施設が特別養護老人ホー

ムの場合の単独型・空床利用型・併設型の別） 

・指定に係る記載事項（該当サービスの付表） 

・事業実施形態を変更したことが分かる書類 

15 入院患者又は入所者の定員 
・運営規程 

・変更後の施設平面図、変更前の施設平面図 

16 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院

等との連携・支援体制 
  

17 
福祉用具の保管・消毒方法（委託している場

合にあっては、委託先の状況） 
委託契約書、標準作業書 

18 併設施設の状況等 併設する施設の概要の分かるパンフレット等 

19 役員の氏名、生年月日及び住所 
役員名簿、役員の変更が確認できる書類（議事録又は登記事項証明

書）、誓約書 

20 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 
資格証(顔写真入り）、介護支援専門員一覧、勤務形態一覧表、雇用

関係書類（雇用契約書又は辞令等） 

  この他、必要と判断した書類があれば別途提出を求めることがあります。 
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２６長寿第７３６１３号 

平成２７年 ３月 ２日 

 

 

各指定（介護予防）居宅サービス事業所 管理者 様 

（高松市内に住所を有する事業者を除く） 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

指定（介護予防）居宅サービス事業所等に係る変更届の取り扱いについて 

 

 

標記について、介護保険法第７５条第１項及び第１１５条の５第１項の規定に基づき、厚

生労働省令で定める事項に変更が生じた場合には、変更後１０日以内に変更届を提出するこ

ととなっていますが、「運営規程」における従業者の員数のみの変更について、次のとおり取

り扱うこととしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 対象サービス （介護予防）訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、

（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）通所介護、（介護予防）

通所リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉

用具販売 

 

２ 内容    （１）４月１日時点の従業者の員数が、前年４月１日の従業者の配置状況と比

較して増減があり、下記（２）の条件を全て満たす場合は、４月１日の配

置状況を４月末までに提出してください。この場合は、上記以外の時期に

従業者の員数に係る変更届の提出の必要はありません。 

        （２）条件 

① 管理者の変更でないこと。 

② サービス提供責任者（訪問介護）の変更でないこと。 

③ 介護保険法第７０条の２又は第１１５条の１１に基づく指定の更新を 

受けるものでないこと。 

④ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 

１１年３月３１日厚生省令第３７号）及び「指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予
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防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚

生労働省令第３５号）に定める人員基準を満たしていること。 

⑤ 従業者の員数の変更により、介護報酬算定体制に変更（加算、減算）

が 

ないこと。 

⑥ 制度改正等により従業者に係る保有資格の確認が必要な場合や指導監  

査の改善報告等により県が変更届の提出を求めていないこと。 

 

３ 適用日    平成２７年 ４月 １日 

         ただし、平成２７年４月１日に、前回提出の内容から従業者の員数に変更が

あった場合は、従前どおり変更届を提出してください。 

 

４ 留意事項   （１）運営規程の記載について 

            運営規程については、従業者の員数の変更の都度記載を修正してくだ

さい。（変更届の提出は年１回ですが、運営規程はその都度修正が必要で

す。） 

         （２）新規事業者の取り扱い 

            新規事業者の指定の翌年度については、上記２（１）の「前年４月１

日の従業者の配置状況」を「指定年月日の従業者の配置状況」と読み替

えるものとします。 

         （３）管理者又はサービス提供責任者（訪問介護）に変更が生じた場合の取

り扱い 

            管理者又はサービス提供責任者の変更が生じた場合は、従来どおり、

変更届の提出が必要です。その際に、直近の県への届出内容から従業者

の員数に変更が生じている場合には、従来どおり、必要書類を添付して

ください。この場合には、上記２（１）の「前年４月１日の従業者の配

置状況」を「管理者又はサービス提供責任者の変更年月日」と読み替え

るものとします。 

         （４）指定の更新を受ける場合の取り扱い 

            指定の更新を受ける場合には、直近の県への届出内容から従業者の員

数に変更が生じている場合には、従来どおり、変更届の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

在宅サービスグループ 

TEL 087-832-3269 

FAX 087-806-0206 
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事 務 連 絡 

平成２７年 ３月 ２日 

 

各指定（介護予防）居宅サービス事業所 管理者 様 

（高松市内に住所を有する事業所を除く） 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

在宅サービスグループ 

 

指定（介護予防）居宅サービス事業所に係る変更届の留意事項について 

 

 標記については、平成２７年 ３月 ２日付け２６長寿第７３６１３号にて、お知らせしているとこ

ろですが、運用に当たっては、下記の点に留意ください。 

 

記 

 

（１） 下記の参考例の場合は、管理者の変更が１回、従業者の員数の変更が３回あるが、県への届出は、 

平成２６年１０月１日及び平成２７年４月１日のみで可。 

（２） 下記の参考例の場合に、変更届に添付する書類は、次のとおり。 

① 平成２６年１０月１日分 

・管理者の変更に伴う必要書類（管理者経歴書、勤務形態一覧表[平成２６年１０月分]、誓約書、

役員名簿、管理者の雇用契約書（又は辞令）の写し【原本証明要】、資格者証の写し） 

・従業者の員数変更に伴う必要書類（勤務形態一覧表[平成２６年１０月分]、従業者の雇用契約書

（又は辞令）の写し【原本証明要】、資格者証の写し） 

※従業者の雇用契約書（又は辞令）の写し及び資格者証の写しについては、平成２６年４月１日

から変更があった従業者のもののみで可。下記の参考事例の場合には、２名（F、G）が変更に

なっているので、当該従業者のものを添付する。 

※変更届に添付する必要のない従業者の雇用契約書（又は辞令）及び資格者証の写しについても、

事業所において、保管しておくこと。下記の参考事例の場合、１名（E）については、変更届

に添付する必要はないが、事業所において保管しておくこと。 

  ② 平成２７年４月１日分 

   ・従業者の員数変更に伴う必要書類（上記（２）①と同じ。勤務形態一覧表は平成２７年４月分

を添付すること。） 

   ※従業者の雇用契約書（又は辞令）の写し及び資格者証の写しについては、平成２６年１０月１

日から変更があった従業者のもののみで可。下記の参考事例の場合には、１名（I）が変更にな

っているので、当該従業者のものを添付する。１名（H）については、変更届に添付する必要は

ないが、事業所において保管しておくこと。 

（３） 変更届の「変更の内容」欄中、「変更前」欄には、県への直近の届出内容を記載すること。 

① 平成２６年１０月１日分 

28



 

 

下記の参考例の場合には、「変更前」欄に、「管理者 A」、「従業者の員数変更 訪問介護員等 ２

級課程修了者 ３名」と記載し、「変更後」欄に、「管理者 J」、「従業者の員数変更 訪問介護員等 

２級課程修了者 ５名」と記載すること。 

②  平成２７年４月１日分 

   下記の参考例の場合には、「変更前」欄に、「従業者の員数変更 訪問介護員等 ２級課程修了者 

５名」と記載し、「変更後」欄に、「従業者の員数変更 訪問介護員等 ２級課程終了者 ６名」

と記載すること。 

（４） 下記の参考例の場合には、変更届の「変更年月日」欄には、平成２６年１０月１日に係るものに

ついては、「平成２６年１０月１日」、平成２７年４月１日に係るものについては、「平成２７年４

月１日」と記載すること。 

（５） 運営規程は、従業者の員数が変更になる都度、事業所において変更を行っておくこと。その場合、 

運営規程の「附則」欄に変更日の履歴を記載しておくこと。 

 

 

【参考例】 平成２６年４月１日時点での変更届を県に提出しており、管理者が平成２６年１０月１日

に変更し、訪問介護員等の員数が複数回変更となる場合 

 

平成２６年４月１日  管理者 A 訪問介護員等 ２級課程修了者 ３名（B、C、D） 

平成２６年７月１日  管理者 A 訪問介護員等 ２級課程修了者 ４名（B、C、D、E） 

平成２６年１０月１日 管理者 J 訪問介護員等 ２級課程修了者 ５名（B、C、D、F、G） 

平成２６年１１月１日 管理者 J 訪問介護員等 ２級課程修了者 ６名（B、C、D、F、G、H） 

平成２７年４月１日  管理者 J 訪問介護員等 ２級課程修了者 ６名（B、C、D、F、G、I） 

 

   ※参考例に掲げる内容の変更が生じた場合の運営規程附則の記載例 

この運営規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この運営規程は、平成２６年７月１日から施行する。 

この運営規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

この運営規程は、平成２６年１１月１日から施行する。 
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事  務  連  絡 

平成２７年３月５日 

 

 

介護保険サービス事業所 

（居宅介護支援事業所を除く） 

 管理者 様 

 

 

高松市健康福祉局長寿福祉部 

介護保険課相談指導係 

 

 

介護保険サービス事業所（居宅介護支援事業所を除く。）に係る 

変更届の取り扱いについて 

 

標記について、介護保険法第７５条第１項、第７８条の５第１項、第８９条、第９９条第

１項、第１１５条の５第１項及び第１１５条の１５第１項の規定に基づき、厚生労働省令で

定める事項に変更が生じた場合には、変更後１０日以内に変更届を提出することとなってい

ますが、「運営規程」における従業者の員数のみの変更について、次のとおり取り扱うことと

しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 内容    （１）４月１日時点の従業者の員数が、前年４月１日の従業者の配置状況と比

較して増減があり、下記（２）の条件を全て満たす場合は、４月１日の配

置状況を４月末までに提出してください。この場合は、上記以外の時期に

従業者の員数に係る変更届の提出の必要はありません。 

        （２）条件 

① 管理者の変更でないこと。 

② サービス提供責任者（訪問介護）の変更でないこと。 

③ 介護保険法に基づく指定の更新を受けるものでないこと。 

④ 人員基準等に係る減算がないこと。 

⑤ 介護報酬算定体制に変更（加算、減算）がないこと。 

⑥ 制度改正等により従業者に係る保有資格の確認が必要な場合や指導監  

査の改善報告等により市が変更届の提出を求めていないこと。 

 

２ 適用日    平成２７年 ４月 １日 
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         ただし、平成２７年４月１日に、前回提出の内容から従業者の員数に変更が

あった場合は、従前どおり変更届を提出してください。 

 

３ 留意事項   （１）運営規程の記載について 

            運営規程については、従業者の員数の変更の都度記載を修正してくだ

さい。（市への提出は年１回ですが、運営規程はその都度修正が必要です。） 

         （２）新規事業者の取り扱い 

            新規事業者の指定の翌年度については、上記１（１）の「前年４月１

日の従業者の配置状況」を「指定年月日の従業者の配置状況」と読み替

えるものとします。 

         （３）管理者又はサービス提供責任者（訪問介護）に変更が生じた場合の取

り扱い 

            管理者又はサービス提供責任者の変更が生じた場合は、従来どおり、

変更届の提出が必要です。その際に、直近の市への届出内容から従業者

の員数に変更が生じている場合には、従来どおり、必要書類を添付して

ください。この場合には、上記１（１）の「前年４月１日の従業者の配

置状況」を「管理者又はサービス提供責任者の変更年月日」と読み替え

るものとします。 

         （４）指定の更新を受ける場合の取り扱い 

            指定の更新を受ける場合には、直近の市への届出内容から従業者の員

数に変更が生じている場合には、変更届の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市健康福祉局長寿福祉部 

介護保険課相談指導係 

TEL 087-839-2326 

FAX 087-839-2337 
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単
位

↓ ↓ ↓

事業所数が２０未満
（小規模事業者）

事業所数が２０以上１００未満
（中規模事業者）

事業所数が１００以上
（大規模事業者）

↓ ↓ ↓

「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任

「法令遵守規程」の整備 「法令遵守規程」の整備

「業務執行の状況の監査」

↓ ↓ ↓

第１０号様式（Word:49KB)
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式（Word:49KB)
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式（Word:49KB)
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

法人における法令遵守責任者の
役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者の
役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者の
役割を確認できる書類

「法令遵守規程」の概要 「法令遵守規程」の概要

「業務執行の状況の監査」の方
法の概要

↓ ↓ ↓

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社など法人（＝事業者）単位で届出。

届
出
様
式
及
び
添
付
書
類

指定を受けているサービス種別ごとに１事業所とカウント。

「居宅サービス」・「介護予防サービス」・「居宅介護支援」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」・「地域密着型
介護予防サービス」

注３）　指定を受けている数により届出の内容が変わります。

注２）　同一の事業所番号が付与されていますが、介護予防もカウントします。
　　　　例えば、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合は、２と数えます。

注１）　病院等が行う居宅サービス「居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
　　　　ン（各予防含む）」であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとされる「み
　　　　なし事業所」は除きます。

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

※法人における法令遵守責任者の役割を確認できる書類を忘れずに添付してください。（原本証明が必要）
　 理事長、代表取締役等の場合   　　　→  　「法人登記簿謄本」または「理事会議事録」等のコピー
　 施設長、事務長、管理者等の場合　　→  　「雇用契約書」または「辞令書」等のコピー

事
業
所
数
カ
ウ
ン
ト
方
法

↓

 　平成２０年の介護保険法改正により、平成21年５月１日から全ての介護サービス事業を行う法人に対して、法令遵守責任者の
選任などの業務管理体制の整備をすること及び届出が義務付けされました。
　事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務
管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

○ 業務管理体制の整備に関して、新規に届け出る場合
　(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）
 ※新規に法人を立ち上げ、介護サービス事業の指定を受けた時から、遅滞なく提出してください。

業
務
管
理
体
制
整
備
の
内
容

「法令遵守責任者」
　法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではないが、少なくとも介護保険法（以下「法」とい
う。）及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定していること。なお、法令部門
を設置していない事業者の場合には、事業者（法人）内部の法令遵守を確保、徹底することができるものを選任す
ること。

「法令遵守規程」（業務が法令に適合することを確保するための規程）
　法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込
む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当た
り、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事
業者の実態に即したもので構いません。
　届け出る「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、規程の全体像が分か
る既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
 　※厚生労働省から参考例は示されていません。
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→ 厚生労働大臣

→ 市町長

→
香川県　長寿社会対策課
施設サービスグループ

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地
・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・　事業所（施設）の名称及び所在地

・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。） 法令遵守規程の概要（規程全文でも可）

業務執行の状況の監査の方法の概要

第１１号様式を提出

(Word:32KB)

添付書類

定款、寄付行為及び登記事項証明書 等

土地及び建物の登記事項証明書 等

様
式

届出様式は、下記のホームページからダウンロードしてください。
「かがわ介護保険情報ネット」―「事業者支援情報」―「○指定・届出」―「様式集」―「業務管理体制の届出」
http://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/kaigo/jigyosya/youshiki/kanritaisei.html

②  届出事項に変更があった場合
　　（介護保険法第115条の32第3項）

→

※変更届が必要となる事項

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地
・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・　事業所（施設）の名称及び所在地
・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日
・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。）
・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

注１）以下の場合は、変更届は不要です。

法令遵守責任者の役割が確認できる書
類
（新規届出時の添付書類と同じ）

・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日

届
出
先

・　事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が
   変更されない場合（事業所区分に変更がない場合)
・　法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない
 　軽微な変更の場合

担
当

香川県健康福祉部長寿社会対策課　施設サービスグループ
〒７６０－８５７０
香川県高松市番町四丁目１番１０号
ＴＥＬ：０８７－８３２－３２６６
FAX：０８７－８０６－０２０６

注２）変更届には、変更内容が分かる書類を添付してください。

変更内容

変
更
届
に
つ
い
て

○ 以下の場合は、変更届を提出してください。

(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）

第１０号様式を提出
※様式中「届出の内容」欄は２を選択

(Word:49KB)

注）　区分の変更に関する届出は、
　　　変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出ること。

例：　Ａ県のみで事業展開していた事業者が、
　　　新たにＢ県においても事業を開始した場合の届出先
　　　Ａ県知事⇒地方厚生局長に変更

①　事業所等の指定等により、事業展開地域が変わり届出先区分の
　　変更が生じた場合
　　（介護保険法第115条の32第４項）

→

③　①及び②以外

②　地域密着型サービス（介護予防含む）のみを行う事業者で、
　　 指定事業所が同一市町村内に所在

①　事業所等が２以上の都道府県の区域、かつ、３以上の地方
　　 厚生局の区域に所在
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※ 事業所数が２０以上１００未満の中規模事業者については、法令遵守規程を整備し概要を届出ることが義務付けられています。 

平成２９年度 介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査（一般検査） 結果 

検査事項 傾向 留意点 取組事例 

①事業者（法人）概要、

代表者及び法令遵守責

任者 

・事業者（法人）としてではなく、

事業所又は施設として回答してい

る事例が見受けられた。 

 

・事業者の所在地、代表者又は法令

遵守責任者が変更されているにも

拘らず、変更届を提出していない

事業者が見受けられた。 

 

・法令遵守責任者が誰であるかを答

えられない事業者が見受けられ

た。 

 

・業務管理体制は、すべての介護サ

ービス事業者（法人）に、介護保

険法及び同法に基づく命令を遵守

し、要介護者等のために忠実にそ

の職務を遂行するために、体制の

整備が義務付けられていることか

ら、検査の回答は事業者（法人）

として回答することとなる。 

 

・事業所又は施設に係る変更とは

別に、業務管理体制の届出事項

に変更があった場合は、遅滞な

く届け出なければならない。 

 

②法令遵守についての方

針の策定について（※） 

・法令遵守方針を明確に文書等で規

定していない事業者（法人）が多

く見受けられた。 

 

・一部の事業者（法人）において、

法令遵守マニュアル以外の規程、

規則等に法令遵守についての方針

を定めているとの回答があった

が、当該規程等を確認したところ、

法令遵守責任者の役割が定められ

ていない等内容が不十分な事例

や、法令遵守に関する内容が含ま

れていない事例が見受けられた

（例：運営規則、就業規則等）。 

・法人の法令遵守に対する基本理念、

法令遵守責任者の役割、法人の法

令遵守体制について規定されたマ

ニュアル等が整備されていること

が望ましい。 

 

・業務管理体制は法人単位の届出で

あるため、法人単位の法令遵守マ

ニュアルを整備することが望まし

い。 

 

・定期的に、現在のマニュアル等の

見直しを行うことが望ましい。 

・法令遵守マニュアルを整備し、事務所内に掲示又は、

職員に配布している。 

 

・朝礼やミーティング、研修等の際に、職員に周知して

いる。 
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※ 事業所数が２０以上１００未満の中規模事業者については、法令遵守規程を整備し概要を届出ることが義務付けられています。 

検査事項 傾向 留意点 取組事例 

③法令遵守責任者の役割

について 

・法令遵守責任者の役割及び業務内

容について答えられない事業者

（法人）が見受けられた。 

 また法令遵守責任者の役職名（代

表取締役等）を回答している事例

が見受けられた。 

 

・法令遵守責任者の役割を明確に文

書等で規定していない事業者（法

人）が多く見受けられた。 

・法令遵守責任者の役割を定め、全

職員に周知することで法令遵守に

関する責任の所在が明確になる。 

 

・法令遵守責任者は、事業者（法人）

が運営する各事業所の法令遵守に

関する取組状況を、定期的に確認

することが望ましい。 

 

・法令遵守責任者を中心として、法

令改正や県からの通知等を法人全

体に周知する体制を構築すること

が望ましい。 

 

・法令遵守マニュアルに法令遵守責任者の役割や業務内

容について規定している。 

 

・年２回、内部監査を実施している。 

 

④法令遵守体制の構築に

ついて 

・高齢者虐待防止、身体拘束抑制、

事故の発生防止及び適正な介護報

酬の請求等について、多くの事業

者（法人）が職員への研修や注意

事項についての周知を行ってい

た。 

・法令等違反の疑いがあった場合の

内部通報の仕組みと通報者の保護

を確立することが法令等違反行為

の未然防止につながる。 

 

 

・介護報酬の請求が適切に行われているかチェックして

いる。 

 

・内部通報に関する規程を整備し、通報窓口や通報者等

の不利益取扱いの禁止等について定めている。 

 

・法令遵守に関する研修を行っている。 
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※ 事業所数が２０以上１００未満の中規模事業者については、法令遵守規程を整備し概要を届出ることが義務付けられています。 

検査事項 傾向 留意点 取組事例 

⑤法令遵守に係る評価・

改善活動について 

・多くの事業者（法人）が、職員会

議等でサービス提供中に発生した

問題について改善活動を行ってい

た一方で、一部の事業者（法人）

においては、評価・改善活動が全

く行われていなかった。 

 

・法令遵守に関する研修を行ってい

ない事業者（法人）が見受けられ

た。 

・問題発生前又は問題発生時に、原

因分析・再発防止等の評価・改善

活動を行うことが望ましい。 

 

・評価や改善活動を実施した会議等

の記録を整備し、職員間で回覧す

ることで情報の共有を図ることが

できる。 

 

・法令遵守に関するセルフチェック

シート等の使用により、職員の意

識を高めることができる。 

 

・法令遵守についても研修に加える

ことで、事業所等における法令遵

守の意識を高めることができる。 

・セルフチェックを行っている。 

 

・職員会議等で、意見交換を行っている。 

 

・年１回以上、各事業所の取組状況を確認している。 
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事 務 連 絡 

平成２２年１１月１２日 

 

   都道府県 

各  指定都市   民生主管部局 御中 

   中 核 市 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

 

 

社会福祉施設等におけるインフルエンザ対策の徹底について 

 

  

今般、秋田県内の医療機関におきまして、入院患者及び職員の間でインフルエンザ

が集団発生し、入院患者がお亡くなりになるという事態が発生したことを受けて、「医

療機関等におけるインフルエンザ対策の徹底について」（平成 22 年 11 月 9 日健感発

1109 第 1 号、医政指発 1109 第 1 号厚生労働省健康局結核感染症課長、医政局指導課

長連名通知）（別紙１）が通知されたところです。 

社会福祉施設における感染症対策については、「社会福祉施設等における感染症発

生時に係る報告について」（平成 17年 2月 22日健発第 0222002号、薬食発第 0222001

号、雇児発第 0222001 号、社援発第 0222002 号、老発第 0222001 号）（別紙２）に

基づく措置をお願いしているところですが、貴部局におかれましては、所管の社会福

祉施設等、関係団体に対し、感染症の発生・まん延を防止するための取り組みの一層

の徹底及びインフルエンザ等による感染が疑われる症状が表れた場合には、速やかに

医療機関を受診する等の注意喚起をお願いいたします。 

なお、同通知別紙の対象施設は、別紙３のとおり読み替えて適用するものとします

ので、ご留意いただきますようお願いいたします。 

おって、各都道府県におかれまして、管内市町村にも本事務連絡の内容について周

知されますようお願いいたします。 
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                              別紙３ 

 

対象となる社会福祉施設等 

 

 

【介護・老人福祉関係施設】 

○ 養護老人ホーム 

○ 特別養護老人ホーム 

○ 軽費老人ホーム 

○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター 

○ 通所リハビリテーション事業所 

○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設 

○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所 

○ 老人福祉センター 

○ 老人憩いの家 

○ 老人休養ホーム 

○ 認知症グループホーム 

○ 生活支援ハウス 

○ 有料老人ホーム 

○ 介護老人保健施設 

○ 適合高齢者専用賃貸住宅 

 

【生活保護施設】 

○ 救護施設 

○ 更生施設 

○ 授産施設 

○ 宿所提供施設 

 

【ホームレス関係施設】 

○ ホームレス自立支援センター 

○ 緊急一時宿泊施設 

 

【その他施設】 

○ 社会事業授産施設 

○ 無料低額宿泊所 

○ 隣保館 
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○ 生活館 

【児童関係施設等】 

○ 助産施設 

○ 乳児院 

○ 母子生活支援施設 

○ 保育所（認可外保育所を含む） 

○ 児童厚生施設 

○ 児童養護施設 

○ 情緒障害児短期治療施設 

○ 児童自立支援施設 

○ 児童家庭支援センター 

○ 児童相談所一時保護所 

○ 婦人保護施設 

○ 婦人相談所一時保護所 

○ 母子福祉センター 

○ 母子休養ホーム 

○ 次の事業の実施施設等 

・児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり事業 

・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

・家庭的保育事業 

 

【障害関係施設】 

 

（障害者自立援法関係施設・事業所等） 

○ 障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者

等包括支援事業を除く。）を行う事業所 

○ 障害者支援施設 

○ 地域活動支援センター 

○ 福祉ホーム 

○ 地域生活支援事業を行う事業所（日中一時支援事業・盲人ホーム等障害者

が通所する事業に限る。） 

○ 小規模作業所（地方公共団体より助成を受けているものに限る。） 
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（身体障害者福祉法関係施設） 

○ 身体障害者更生援護施設（※） 

・身体障害者更生施設 

・身体障害者療護施設 

・身体障害者授産施設 

○ 身体障害者社会参加支援施設 

・身体障害者福祉センター 

・盲導犬訓練施設 

 

（知的障害者福祉法関係施設） 

○ 知的障害者援護施設（※） 

・知的障害者更生施設 

・知的障害者授産施設 

・知的障害者通勤寮 

 

（精神保健福祉法関係施設） 

○ 精神障害者社会復帰施設（※） 

・精神障害者生活訓練施設 

・精神障害者授産施設 

・精神障害者福祉工場 

 

（知的障害児施設等） 

○ 知的障害児施設 

○ 知的障害児通園施設 

○ 盲ろうあ児施設 

○ 肢体不自由児施設 

○ 重症心身障害児施設 

○ 重症心身障害児（者）通園事業実施施設 

 

(※)障害者自立支援法の規定によりなお従前の例により運営できるとされたものに限る。 
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4.
4.
30

作
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感
染
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腸
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（
ノ
ロ
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イ
ル
ス
等
）
 

イ
ン
フ
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エ
ン
ザ
 

腸
管
出
血
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大
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ネ
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感
染

経
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経
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感
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食
品
、
水
、
感
染
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染

等
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。
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感
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す
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は
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す
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症
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は
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は
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入
浴
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す
る
。
 

・
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の
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者
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し
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。
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。
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む
。）
。
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左
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左
 

 

職
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の
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応
 

・
発
症
者
は
、
症
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あ
る
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は
、
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え
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。
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が
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場
合
、
併
設
事
業
所

の
利
用
者
に
発
症
者
が
出
た
場
合
な
ど
は
、
終
結

ま
で
制
限
又
は
中
止
す
る
。
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・
併
設
事
業
所
の
浴
室
の
配
管
が
、
発
生

施
設
と
同
一
系
統
で
あ
る
場
合
、
浴
室

の
使
用
を
中
止
す
る
。
 

（
水
質
検
査
で
陰
性
確
認
さ
れ
る
ま
で
）
 

終
結
 

・
新
た
な
発
症
者
が
出
な
く
な
り
、
１
週
間
程
度
経

過
観
察
し
、
問
題
が
な
け
れ
ば
終
結
と
す
る
。
 

・
同

左
 

・
患
者
・
無
症
状
病
原
体
保
有
者
が
病
原
体
を
保
有
し

て
い
な
い
こ
と
を
確
認
(*
)で

き
れ
ば
終
結
と
す
る
。
 

・
施
設
環
境
の
感
染
原
因
が
否
定
で
き
れ

ば
終
結
と
す
る
。
 

備
考
 

 
 

(*
)感

染
症
法
に
基
づ
く
規
定
 

 

＊
こ
の
対
応
基
準
は
、
標
準
的
な
も
の
で
あ
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携
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対
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実地指導にあたり、医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第

31条の解釈について（平成 17年７月 26日医政発第 0726005号）共通事項 

 

（別紙）５   

患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、

これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝

えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あ

らかじめ薬袋等により、患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医

師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を尊重した医薬品の使

用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処置を除く。）、皮膚への

湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服（舌下錠の使用も含む。）、肛門

からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 

①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経

過観察が必要である場合ではないこと 

③内服薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性など、当該

医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 

注５ 上記５に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看

護職員によって実地されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指

導の下で実地されるべきである。 

 

【指導・確認方法】 

１ 下線部分について、上記３条件を満たし、具体的な依頼があったことを、第三者（家

族含む）が記録等で確認できるようにすること。方法としては、事業所の業務手順

にもより個々の対応が考えられるが、各種計画又はサービス提供の記録等に記載す

ることや同意書の整備等も考えられる。記録内容には、①日付（時間の有無は、事

業所判断で可）、②誰が３条件の確認を行ったか、③誰からの依頼があり、誰に説

明を行ったかが記載されていること。 

２ 服薬指導、保健指導・助言を尊重した介助を実施していることが書類等で確認でき

るようにしておくこと。 

３ 処方薬の変更・状態の変化等があれば、再度上記の内容を確認する等、適切な手続

きを行うこと。 

 

                             Ｈ23．10．14 作成 
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身体拘束と高齢者虐待 
平成12年の介護保険制度の施行時から、高齢者が他者から不適切な扱いにより権利

を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることは許さ

れるものではなく、「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き」身

体拘束は、原則としてすべて高齢者虐待に該当する行為と考えます。 

（「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」厚生労働省老健局 平成 18 年４月より） 

身体拘束の具体例 

●徘徊しないよう、車いすやベッドにひも等でしばる 

●自分で降りられないよう、ベッドを柵(サイドレール)で囲む 

●行動を落ち着かせるために､向精神薬を過剰に服用させる 

●脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる 

●点滴、経管栄養等のチューブを抜かないようミトン型の手袋をつけるなど 

 

養介護施設従事者等による高齢者虐待 

老人福祉法及び介護保険法に規定する養介護施設、養介護事業の業務に従事する職員

が行う虐待行為です。 

 

高齢者虐待の種別 

 養介護施設 養介護事業 

老人福祉法による規定 ・老人福祉施設 

・有料老人ホーム 

・老人居宅生活支援事業 

介護保険法による規定 ・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護療養型医療施設 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・地域包括支援センター 

・居宅サービス事業 

・地域密着型サービス事業 

・居宅介護支援事業 

・介護予防サービス事業 

・地域密着型介護予防サービス事業 

・介護予防支援事業 

身体的虐待 暴力的行為や外部との接触を意図的に遮断する行為 

介護・世話の放棄 世話を放棄し、身体・精神状態を悪化させる 

心理的虐待 言葉や威圧的な態度で、精神的、情緒的苦痛を与える 

性的虐待 本人合意されていない性的行為又はその強要 

経済的虐待 本人合意なしに金銭の使用又は制限 

虐待に対する、本人・虐待者の自覚は問いません 
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養介護施設や従事者等の責務と義務 

施設・事業所の取り組み 

●養介護施設従事者等の研修を実施すること 

●利用者や家族からの苦情処理体制を整備すること 

●その他高齢者虐待の防止等のための措置を講じること 

（高齢者虐待防止法第20 条） 

 

従業者等の責務 

高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければなりま

せん。                      （高齢者虐待防止法第５条第１項） 

●●●高齢者虐待のサイン●●● 

・不審な身体のあざや傷がみられる 

・急におびえたり恐ろしがったりする 

・寝具や衣服が汚れたままである 

・居室が極めて非衛生的な状況になっている 

・明らかに病気であるのに医師の診察を受けていない など 

 

従業者等の義務 

自分が働く施設等で養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発

見した場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません。  

（高齢者虐待防止法第21 条第1 項） 

●通報を行うことは守秘義務違反にはあたりません。 

（高齢者虐待防止法第21 条第６項） 

●通報したことによる不利益な取扱い(解雇、降格、減給など)は禁止されています。 

（高齢者虐待防止法第21 条第７項） 
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　平成２８年４月から平成２９年３月までの１年間に、市町から県に随時の報告を受けた事例は４２２

件で、そのうち居宅サービスは６４件（地域密着型サービスを含む）だった。

１　サービス種類別

事故件数 事故割合 事故件数 事故割合

4 0.95%

0 0.00%

0 0.00%

16 3.79%

14 3.32%

3 0.71%

1 0.24%

4 0.95%

1 0.24%

7 1.66%

14 3.32%

115 27.25%

68 16.11%

0 0.00%

45 10.66%

20 4.74%

25 5.92%

42 9.95%

0 0.00%

14 3.32%

2 0.47%

サービス付き高齢者向け住宅 27 6.40%

422 100.00% 422 100.00%

２　事故内容

内容 事故件数 事故割合

転倒 39 60.9%

職員の法令違反・不祥事 6 9.4%

誤嚥 5 7.8%

介護中の負荷 5 7.8%

疾患に起因 2 3.1%

意識障害 2 3.1%

急変 2 3.1%

交通事故 1 1.6%

自死 1 1.6%

行方不明 1 1.6%

総計 64 100%

地域密着型特別養護老人ホーム

総計

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

介護福祉施設サ－ビス

介護保健施設サ－ビス

介護療養施設サービス

地域密着型通所介護

施　設
サービス

183 43.36%

その他 175 41.47%

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

短期入所生活介護

地域密着型
サービス

26 6.16%

短期入所療養介護（老健）

特定施設入居者生活介護

平成２８年度　事故発生状況

居　宅
サービス

38 9.00%

訪問介護

訪問入浴介護

サービス種別

通所介護

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

福祉用具貸与

居宅介護支援

転倒 60.9%

職員の法令違反・

不祥事 9.4%

誤嚥 7.8%

介護中の負

荷 7.8%

疾患に起因
3.1%

意識障害
3.1%

急変3.1%

交通事故
1.6%

自死
1.6%

行方不明
1.6%
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３　事故種別

種別 事故件数 事故割合

 骨折 40 62.5%

 職員の法令違反・不祥事 6 9.4%

 死亡 6 9.4%

 外傷 4 6.3%

 打撲 1 1.6%

 誤嚥 1 1.6%

 肺炎 1 1.6%

 ※その他 5 7.8%

 総計 64 100.0%

※その他･･･既往症（大動脈弁狭窄症）、嘔吐

　　　　　  脱水、意識消失（認知症、物療時の負荷）

４　その他　　（解説）

　・居宅サービスの事故件数は、６４件。そのうち通所介護が２０件（２５．0％）、認知症対応型

　　共同生活介護と通所リハビリテーションがそれぞれ１４件（２１．９％）ずつである。

　・職員不在時の事故が約４割（２４件）を占めていた。

　・事故の内容は６割を転倒（３９件）が占め、そのうち骨折に至ったのは３７件（９４．９％）。

　・死亡事故も６件みられ、誤嚥２件、疾患に起因するもの２件、急変１件、自死１件であった。

　○転倒（３９件）について

　　要介護度：要支援２ （４）、要介護１ （１４）、要介護２ （１１）

　　　　　　　要介護３ （６）、要介護４ （１）、要介護５ （３）

　　発生場所は、居室 （１２）、食堂 （１１）が多く、続いて浴室・脱衣室 （５）となっている。

　○誤嚥（５件）について

　　年齢：８５歳以上９０歳未満 （３）、９０歳以上９５歳未満 （１）、

          　  ９５歳以上１００歳未満 （１）

　　認知症高齢者の日常生活自立：Ⅱａ （１）、Ⅱｂ （１）、Ⅲａ （１）、Ⅲｂ （１）、Ⅳ （１）

　　性別：男性 （１）、女性 （４）

　　内容：食事 （４）、おやつ （１）

<事例１>

・利用者のクレジットカードを不正に使用し、給油及びスマートフォンの転売を行う等、従業者による

　犯罪が起こった。その他にもプリペイドカードでの私物購入等、電子マネーに関する不祥事が毎年続

　いている。

<事例２>

・急な送迎ルート変更で、利用者を失念。送迎終了後、事業所の駐車場の車内に約２０分間、置き去り

   となる。利用者は認知症の為、この間、一言も発しておらず、偶然、通りかかった職員により発見さ

　れる。幸い、大事には至らなかったが、事故発生の８月より、乗降チェック表を作成し改善に努める。

<事例３>

・入浴介助の職員がシャワーをかけ続けた為、利用者が苦しい思いをした。又、送迎時、利用者の容姿

　に関し不適切な言葉かけがあったこと等、利用者との信頼関係が崩れ、苦情に発展した。

骨折 62.5%

職員の法令

違反・不祥事
9.4%

死亡 9.4%

外傷 6.3%

打撲 1.6%

誤嚥 1.6%

肺炎 1.6% ※その他
7.8%
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２５長寿第３４９３０号 

平成２５年９月３０日 

 

 

介護サービス事業者  様 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護サービス提供中の事故防止の徹底について 

 

 

 日頃から、本県の介護保険行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

先日、通所介護事業所職員の運転により、送迎中に同乗していた利用者が  

死亡するという事故が発生しました。 

 各事業所等における車両を使用した送迎業務は、介護サービスの一環として

日々行われている日常的業務であるとともに、その安全は常に確保されていな

ければならない重要な業務です。事業所と利用者自宅間等の送迎について今後

とも一層の利用者の安全確保が求められます。 

 各指定事業所等においては、事故予防実施手順書を再確認し、実施方法、遵

守すべき事項を明確にした手順書を作成する等、特に送迎を中心とするサービ

ス全般について、今一度見直しを行い、事故防止のための取組みをより一層徹

底するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

施設サービスグループ 萬藤、竹田 

TEL(087)832-3268 

在宅サービスグループ 大倉、原岡、宮本 

TEL(087)832-3274 
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２６長寿第７３７４６号 

平成２７年２月２７日 

 

 

 各指定介護サービス事業者 様 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（公  印  省  略） 

 

 

     指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル

の改正について（通知） 

 

 

 日ごろ、介護保険制度の適正な運営にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成  

２４年香川県条例第５２号）第３条第１項の規定により社会福祉施設等の基準（以下

「指定基準」という。）としている法令の改正が行われ、指定通所介護事業所等の設

備を利用して、夜間及び深夜に介護保険以外のサービス（以下「宿泊サービス」とい

う。）を実施する事業者は、宿泊サービス提供中に事故が発生した場合は、市町等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされたことから、事

故発生時の市町への報告手順等を定めている「指定介護サービス事業者における事故

発生時の報告マニュアル」を一部改正したのでお知らせします。 

 なお、今回の改正は、指定基準の改正に合わせて宿泊サービス時に発生した事故の

報告を明確化したものですが、改正前の条文においても「利用者が事業所内にいる間

は、「サービスの提供中」に含まれる。」と規定されていることから、従前の取扱いか

らの変更はないことを申し添えます。 

 

 

 

 

 

                   

【問い合せ先】 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

施設サービスグループ 

在宅サービスグループ 

TEL 087-832-3268 

087-832-3269 
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指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 新旧対照表 

改正後 改正前 

指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 香川県健康福祉部長寿社会対策課 

    略    （平成２０年１月１５日制定） 

    略    （平成２３年４月 ７日改正） 

    略    （平成２５年９月 ４日改正） 

   （平成２７年２月２７日改正）     

        

１ 目的  １ 目的  

略 指定介護サービス事業者（以下「事業者」という）は、サービス提供時に

発生した事故について、介護保険法に基づく運営基準及び同解釈通知により、

その内容や対応状況を市町に報告することにより、その報告を受けた市町及

び県が、事故に対する適切な対応や再発防止策に対して、事業者への指導及

び助言を実施することにより、事業者、市町及び県が連携して、介護サービ

スの安全と質の向上を図ることを目的とする。 

２ 事業者が事故報告を行う範囲 ２ 事業者が事故報告を行う範囲 

事業者は、次の事由に該当する場合に市町に対して報告を行うこととす

る。なお、事業者の住所地と利用者の保険者である市町が異なる場合には双

方の市町に報告を行うこととする。 

事業者は、次の事由に該当する場合に市町に対して報告を行うこととする。

なお、事業者の住所地と利用者の保険者である市町が異なる場合には双方の

市町に報告を行うこととする。 

(1)サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生 (1)サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生 

(注１)「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 

また、通所サービス（事業所の設備を利用して行う、夜間等の介護

保険制度外のサービスを含む。）、入所サービス及び施設サービスに

おいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に

含まれる。 

(注１)「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 

また、在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用

者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含まれる。 

 （注２）～（注４） 略  （注２）～（注４） 略 

(2)～(3) 略 (2)～(3) 略 

  

（附則） 

このマニュアルは、平成２７年２月２７日から施行する。 
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指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

（平成２０年１月１５日制定） 

（平成２３年４月 ７日改正） 

（平成２５年９月 ４日改正） 

（平成２７年２月２７日改正） 

１ 目的 

  指定介護サービス事業者（以下「事業者」という）は、サービス提供時に発生した事
故について、介護保険法に基づく運営基準及び同解釈通知により、その内容や対応状況
を市町に報告することにより、その報告を受けた市町及び県が、事故に対する適切な対
応や再発防止策に対して、事業者への指導及び助言を実施することにより、事業者、市
町及び県が連携して、介護サービスの安全と質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 事業者が事故報告を行う範囲 

 事業者は、次の事由に該当する場合に市町に対して報告を行うこととする。なお、事

業者の住所地と利用者の保険者である市町が異なる場合には双方の市町に報告を行うこ

ととする。 

(1)サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生 

(注１)「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 

また、通所サービス（事業所の設備を利用して行う、夜間等の介護保険制度外のサービスを

含む。）、入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サー

ビスの提供中」に含まれる。 

(注２) けが等とは、発生の原因に関わらず、骨折、打撲、出血、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤投

薬等で医療機関を受診し、治療または入院したものを原則とする（原因不明のものも含む）。 

(注３) 事業者側の過失の有無は問わない。 

(注４) 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき

は報告すること。 

(2)職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

(注５)利用者の処遇に関連するものに限る。（例：利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故

など） 

(3)その他、報告が必要と認められる事故の発生 

 

３ 報告の手順 

 (1)事故後、各事業者は第一報を、３日以内に市町へ様式１により報告する。 

（注１）次の①～④の事由による、重大性の高い事故については第一報を電話で行い、その後報告

様式１を提出する。 

  ①事故により利用者が死亡したもの 

②利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっていると思われるもの 

③重大な指定基準違反があると思われるもの 

④職員の不祥事 

(2)事故発生後の処理等が終了後、様式２により原則２週間以内に報告する。報告が遅れ

る場合は、その旨を市町に連絡すること。 

（注 2）事故報告書は、報告様式１、２を標準とするが、市町により別に様式が定められている場

合や、報告様式１、２の報告事項が明記されている書式であれば代替して差し支えない。 
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４ 報告を受けた市町の対応の留意点 

(1)事故に係る状況を把握するとともに、事業者による事故への対応が終了していないか、

又は、明らかに不十分である場合等、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として

必要な対応（事実確認、指導等）を行うものとする。 

(2)事業者から文書による報告内容が不十分である場合は、再報告等を求める。 

(3)報告内容をもとに下記５の事由に該当する場合は、県へ報告を行うものとする。 

(4)事故の再発防止策を検討するにあたって、事業者から市町に協力依頼があった場合に

は、可能な限り対応をする。 
 

５ 市町から県への報告について 

(1)各市町は、事業者から受けた事故報告の内容が、次の事由による場合は、事業所から

の報告書の写しを５日以内に県に提出するものとする。（重大性の高い事故について

は、事業者から報告があり次第、電話で報告）なお、市町に指定権限のある事業者（中

核市に住所を有する事業者及び地域密着型サービス事業者）に係るものについては、

原則、死亡事故のみとする。 

①事故により利用者が医療機関で入院治療を要したもの又は死亡したもの 

②利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっていると思われるもの 

③重大な指定基準違反があると思われるもの 

④職員の不祥事 

⑤その他、他の事業者に事例として情報提供することによって、同様な事故の発生防

止に寄与すると思われるもの 
(2)各市町は、事業者から受けた当該年度の事故報告について、別紙様式により、翌４月

末日までにメールにて、県に報告するものとする。（(1)の報告を含む。） 

 

６ 報告の活用等について 

 県において報告内容を取りまとめ、介護サービスの安全の確保と質の向上を行うため

の基礎資料として活用する。 

 なお、当該報告は事業者の事故に対する過失の有無を判断するためのものではない。 

 

（附則） 

このマニュアルは、平成 25 年 9 月 4 日から施行し、平成 25 年 10 月 1 日以降に発生した事故から

適用する。 

（附則） 

このマニュアルは、平成 27 年 2 月 27 日から施行する。 
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参 考 

【事故報告のフロー図】 

 

サービス提供時に事故発生 

 

・利用者の家族等への連絡 

・利用者に係る居宅介護支援事業者へ連絡 

 

 

事業者から市町（保険者）へ電話又は報告様式１による報告 

 

・文書による第一報は、３日以内に行うこと。 

 重大性の高い事故については第一報を電話で行い、その後様式１を提出する。 

・事故発生後の経過については、適宜連絡を行うこと。 

・必要に応じ関係機関へ遅滞なく連絡を行うこと。 

 

事業者から市町（保険者）へ報告様式２による報告 

 

・事故発生後の処理等が終了後（2週間以内）、報告様式２により事故報告を
行うこと。 

 

 

 

市町から県への報告 

 

次の事由による事故の場合は、５日以内に県に報告を行う。なお、重大性の高い事

故については、事業者から報告があり次第、電話で報告すること。 

 ・医療機関への入院又は死亡 

 ・身体拘束や虐待が事故の原因と思われるもの 

 ・重大な指定基準違反があると思われるもの  等 

毎年４月末日までに、各年度の状況報告をメールにて行う。（上記の報告を含む。） 
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参考 

 

【事業者、市町、県の役割について】 

 (1)事業者の役割 

「香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成 24 年香

川県条例 52 号）」により、利用者等に対する介護サービスの提供により事故が発生し

た場合は、速やかに市町等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

いと義務づけられている。 

 

《報告の根拠》 

＊介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

令第３７号） 

＊指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号） 

＊指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号） 

＊指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号） 

＊介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号） 

＊指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号） 

＊指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）

＊指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス    

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

＊指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号） 

 

  

 (2)市町の役割 

介護保険法により、「文書の提出等」「報告徴収・立入検査」「勧告・公表・改善命令」

「指定取消・指定の効力停止」等の権限が以下のように規定されており、事業者から

報告のあった介護サービス提供時に発生した事故について、事業者に対して、適切な

対応や再発防止策に関して、指導及び助言等を行う。 

 

《介護保険法》 

（文書の提出等） 

＊居宅サービス等を行う者に対する文書その他の物件の提出・提示、当該職員への質問・照会（第 23 条）

（報告徴収・立入検査等） 

＊指定居宅サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 76 条） 

＊指定地域密着型サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入

調査等（第 78 条の 7） 

＊指定居宅介護支援事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 83 条） 

＊指定介護老人福祉施設開設者等（施設の長、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等（第
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90 条） 

＊介護老人保健施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 100 条） 

＊指定介護療養型医療施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 112 条(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調

査等（第 115 条の 7） 

＊指定地域密着型介護予防サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴

収・立入調査等（第 115 条の 17） 

＊指定介護予防支援事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 115 条の 27） 

（勧告・公表・改善命令） 

＊指定地域密着型サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 78 条の 9） 

＊指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 115 条の 18） 

＊指定介護予防支援事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 115 条の 28） 

（指定取消・指定の効力停止） 

＊指定地域密着型サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 78 条の 10） 

＊指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 115 条の 19） 

＊指定介護予防支援事業者の指定取消・指定の効力停止（第 115 条の 29） 

 

(3)県の役割 

  介護保険法及び老人福祉法により、「文書の提出等」「報告徴収・立入検査」「勧告・

公表・改善命令」「指定取消・指定の効力停止」等の権限が以下のように規定されてお

り、事業者に対して、適切な対応や再発防止策に関して、指導及び助言等を行う。（指

定地域密着型サービス事業者を除く） 

《介護保険法》 

（文書の提出等） 

＊居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対する、その行った居宅サービス等に関しての

報告、当該居宅サービス等の提供記録、帳簿書類その他の物件の提示、当該職員への質問（第 24条） 

（報告徴収・立入検査等） 

＊指定居宅サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調

査等（第 76条） 

＊指定居宅介護支援事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調

査等（第 83 条） 

＊指定介護老人福祉施設開設者等（施設の長、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 90 条） 

＊介護老人保健施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 100 条） 

＊指定介護療養型医療施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 112 条(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立

入調査等（第 115 条の 7） 

（勧告・公表・改善命令） 

＊指定居宅サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 76条の 2） 

＊指定居宅介護支援事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 83条の 2） 

＊指定介護老人福祉施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令（第 91条の 2） 
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＊介護老人保健施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令（第 103条） 

＊指定介護療養型医療施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令（第 113条の 2(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 115条の 8） 

（指定取消・指定の効力停止） 

＊指定居宅サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 77条） 

＊指定居宅介護支援事業者の指定取消・指定の効力停止（第 84条） 

＊指定介護老人福祉施設の指定取消・指定の効力停止（第 92条） 

＊介護老人保健施設の許可取消・許可の効力停止（第 104条） 

＊指定介護療養型医療施設の指定取消・指定の効力停止（第 114条(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 115条の 9） 

 

《老人福祉法》 

（報告徴収・立入検査等） 

 ＊老人居宅生活支援事業者、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター

設置者、養護老人ホーム・特別養護老人ホームの施設長等に対する報告徴収・立入検査等（第 18条） 

（指定取消・指定の効力停止） 

 ＊養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置者に対する事業停止命令・廃止命令・認可取消（第 19条） 
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様式１ 指定介護サービス事業者　事故報告書　（事業者→市町）
平成 25 年 10 月 2 日

（発生後３日以内に報告）

　 市 町 あて
　 法人名 社会福祉法人　　長寿社会

事業所（施設）名 長寿社会

責任者名 長寿　一郎 印

介護老人福祉施設 生活相談員　　　　　香川　　太郎

高松市番町4丁目1番10号 (087)832-3268 　　　　

香川　　花子 年齢： 88 性別： 女

Ａ Ⅲ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 22 年 3 月 12 日

高松市番町4丁目1番10号 香川市

25 年 10 月 1 日 （　 火 ） 4 時 30 分 頃

✓ 居室 廊下 食堂等ホール トイレ その他（　　　　　　　　　　） 　　　　

浴室・脱衣室 駐車場 道路上 玄関 　　　　　　　

✓ 転倒 転落 感染 介護中の負荷 職員の法令違反、不祥事 　　　　

誤嚥 異食 殴打 無断外出 その他（　　　　　　　） 　　　　　　　

✓ 骨折（大腿骨） 打撲・捻挫・脱臼 外傷（　　　　　　） 職員の法令違反、不祥事 　　　　

肺炎 感染症 その他(           ) 死亡（死亡年月日：平成　　　　年　　　　月　　　　日）

介護中 ✓ 利用者単独時 職員の目視可能 その他 （ ）

状況

対応内容

ケアプランでの対応 ✓ 有 無

2時　巡回時眠っていた。

4時　　　　　　　

4時10分　看護職員に電話連絡。患部の安静保持とクーリングの指示あり。

4時40分　看護職員が出勤し状態確認、右股関節の腫脹がみられ、骨折の可能性も大きい。

4時45分　看護職員が医師に連絡し、朝に受診するように指示あり

8時　　　   ○○病院受診する

有（連絡時間　　 時 分） （ 搬送時間 時 分） ✓ 無

治療した医療機関名、住所等 ○○病院

受診 ✓ 入院

レントゲン検査の結果、右大腿骨頸部骨折の診断あり。10月4日手術予定

香川市介護保険課

様式記載例

第１報

事業所番号 12345

7時　看護師から長男へ連絡。4時にベッド横で尻もちをついたような体位で転倒しており、骨折の可能性もあるため病院
受診する旨伝える。

ナースコールを押すことを遠慮したのかも知れませんね。

要介護度認知症高齢者の日常生活自立度

保　険　者　名

歩行器使用し歩行していた。ＡＤＬは自立していたが、最近歩行時のフラツキがみられていた。既往症に、高血
圧、糖尿病、骨粗鬆症があり、円背がみられていた。

緊急搬送の有無・時間

家
族
へ
の
説
明

説明の状況、内容

家族の
意見、指摘等

連絡済の関係機関

歩行時のフラツキがみられ始めたため、歩行時の見守りと夜間はナースコールを押してもらいトイレへ付き
添っていた。

４
　
事
故
発
生
時
の
対
応

診断・治療の概要

発   生　 日 　時

事故の内容

サービス提供開始日

住　　　　   　　　所

日常生活自立度等 障害高齢者の日常生活自立度

被 保 険 者 番 号

氏名・年齢・性別

所      在      地

１
事
業
所

電話番号

記載者職・氏名

　
３
　
事
故
の
概
要

事故前の利用者
の状況

発生状況

事故の種別

２
対
象
者

（複数の場合は最も症状の重いもの）

（複数の場合は最も症状の重いもの）

4時　居室より物音が聞こえ、訪室。ベッド横で尻もちをついたような体位で転倒しているのを発見。
　　　本人が「歩行器を使わずトイレへ行こうとして転んだ。」と言われる。

　発見後すぐに他の職員に連絡し、ベッドに移動。バイタル測定実施（熱36.8℃、脈72、血圧138/70、Ｓｐｏ2
97％）。右大腿部～股関節にかけて痛みの訴え軽度あり。

香川

発  生   場   所

事故の原因

対処の仕方

サ ー ビ ス 種 類
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様式２ 指定介護サービス事業者　事故報告書　（事業者→市町）
平成 25 年 10 月 6 日

（発生後２週間以内に報告）

　 市 町 あて
　 法人名 長寿社会

事業所（施設）名 長寿社会

サービス種別 介護老人福祉施設

責任者名 長寿　一郎 印

連絡先 (087)832-3268 所在市町名 香川 市町

記載者職・氏名 生活相談員　　　　　香川　　太郎

香川　　花子 年齢： 88

発生日：　　　　25 年　　　10  　月　　　 １ 　日 第１報報告日：　　　 25　年　　　10 　月　　　 　2 日

有→（対応内容を具体的に） （ ）

無 ✓ 未交渉

検討日時 25 年 10 月 5 日

7 人 職種 施設長、介護支援専門員、生活相談員、栄養士、看護職員、介護職員、機能訓練指導員

有 無 ✓ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）退院後に変更予定 ）

１　介護サービス提供中に事故が発生した場合に、様式１については、事故後発生後３日以内に保険者に提出してください。

２　様式２については、詳細な経過及び再発防止への対応改善策等を記載して事故発生後2週間以内に保険者に提出してください。

３　記載しきれない場合は、記載欄の幅の変更や任意の別紙に記載し、資料があれば添付してください。

様式記載例

第２報

利用者の状況

香川

３
再
発
防
止
策

利用者の行動
（本人要因）

職員の対応
(職員要因)

設備等
（環境要因）

事
業
所
全
体
で
の
対
応

家族等の反応

右大腿骨頸部骨折のため、10月4日骨接合術施行。術後の経過は良好であるが、入院により認知症状が悪化している。

今後対応予定の
内容

（実施予定年月日）

ケアプランの変更

原
因
分
析

対応済みの内容

利
用
者
個
人
へ
の
対
応

対応済みの内容

今後対応予定の
内容

（実施予定年月日）

検討会参加の職種・人数

２
　
事
故
発
生
後
の
対
応

１
対
象
者

（病状・経過、その他状
況）

対象者氏名・年齢

事故発生日・報告日

損害賠償等の状況

夜間自分でトイレへ行こうとして転倒したようですが、認知症状も悪化していて、転倒さえしなければと悔やまれます。

職員が危険予測ができるように、研修の実施。
居室での歩行器の設置場所の確認。

見守りが必要な入所者の排泄パターンの把握。
歩行器歩行されている方の、居室の見直しや環境整備。
遠慮なく、職員に声をかけてもらえる環境作りに努める。
　　（平成25年10月30日までに実施予定）

歩行器使用し歩行は自立していたが、最近歩行時のフラツキがみられていた。
歩行器を使用していなかった。
夜間ナースコールを押してもらい、トイレへ付き添っていたが、職員に遠慮してコールを押さなかったようである。

「トイレへ行く時はコールを押してくれるだろう。」というリスクに対する意識の薄れがあった。

入院中のため、退院後に対応を実施する。

トイレに近い居室に変更。
本人の状態を考慮し、夜間ポータブルトイレの設置やセンサーマット設置を検討する。
排泄パターンを把握し、早めにトイレ誘導の声かけを行う。
機能訓練の実施。
　（退院後に実施予定）

居室は電気を点けておらず、暗かった。
歩行器がベッドから少し離れたところに置いてあった。また、居室からトイレまで、距離があった。
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